
    令和５年４月６日 

保護者 様 

港区立南山小学校 

校長 小林 功明 

 

 

令和５年度 １学期以降の学校におけるマスクの考え方の見直し等について 

 

 

本校では、コロナ禍以降「港区立幼稚園、小中学校新型コロナウイルス感染症に対応した学校運営に関す

るガイドライン改訂版【令和３年１０月２５日（月）】」を踏まえた教育活動を行ってきました。 

令和５年３月１７日に国は４文科初第２５０７号「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直

し等について」において、マスク着用の考え方の見直し、入学式実施にあたっての留意事項等の基本的な方

針を示しました。 

つきましては、令和５年４月より本校では下記のとおりの対応をしてまいりますので、ご理解とご協力く

ださいますよう、よろしくお願いします。 

 

記 

 

１ マスク着用の考え方の見直しについて 

・児童及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とします。 

・登下校時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学習等において医療機関や高齢 

者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、児童及び教職員についても、

着用することがあります。 

・基礎疾患があるなど様々な事情により、マスクの着用を希望する場合や、健康上の理由によりマスクを着 

用できない児童もいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにします。 

・児童の間でもマスクの着用の有無による偏見・差別等がないよう、引き続き適切な指導を徹底します。 

・新型コロナウイルス感染症に限らず、季節性インフルエンザ等も含め、感染症が流行している場合などに 

は、教職員がマスクを着用する又は児童に着用を促すことも考えられますが、そうした場合においても、 

マスクの着脱を強いることのないようにします。 

・咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行うよう、これまで同様に児童に指導します。 

 

２ 学校の教育活動について 

・学校の教育活動の中で、以下の「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たっては、換気を行った 

上で実施します。学習形態や身体的距離の確保までは特段制限せず、児童の教育活動を充実させることを 

優先します。 

【感染リスクが比較的高い学習活動の例】 

・児童が対面形式となるグループワーク等  ・一斉に大きな声で話す活動 

・児童がグループで行う実験や観察  

・児童が行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の演奏 

・児童が行う共同制作等の表現や鑑賞の活動  ・児童がグループで行う調理実習 

・体育で組み合ったり接触したりする運動 

※ 上記に記載のない学習活動についても、換気を行った上で実施します。クラブ活動、委員会活動等にお

ける活動においても同様の対応とします。 



 

３ 入学式等の実施に当たっての留意事項 

・今後、実施が予定されている入学式等の儀式的行事においても、換気を適切に行った上で、マスクの着用 

を求めないことを基本とします。 

・国歌・校歌等の斉唱や合唱を行う時や複数の児童による表現活動を実施する時には、身体的距離の長さま 

では定めないものの参加者数や会場の広さを踏まえて、座席間に触れ合わない程度のゆとりをもった配置 

とします。 

・来賓や保護者等については、マスクの着用を個人の判断とした上で、座席間に触れ合わない程度の距離を 

確保します。ただし、区職員については令和５年５月７日までは、マスク着用を定められていることから 

来賓席への着席時はマスクを着用します。入学式の祝詞読み上げの際には、壇上においてマスクを外すよ 

うにします。 

・感染対策を理由とした来賓や保護者等の参加人数の制限は今後行いませんが、会場の広さ等で制限を行う 

 場合、その旨を保護者等へ丁寧に周知します。 

・運動会等の体育的行事や文化的行事についても同様に、感染対策を理由とした保護者等の参加人数の制限 

は今後、行わないないようにします。 

・今後、儀式的行事や体育的行事、文化的行事等の学校行事については、感染対策を理由とした実施内容の 

精選や時間の短縮は行いません。 

※ 上記に記載のない学校行事に係る事項についても、感染症の感染拡大前の平時の活動を基本とした対応

をとるようにします。 

 

４ 給食等の喫食時の対策について 

・給食等の喫食時においては、感染症の感染拡大前の平時と同様に、食事の前後の手洗いを徹底します。ま 

た、大声や飛沫を飛ばさないように注意するよう指導します。 

・喫食時の環境については、適切な換気を確保します。 

※ 上記に記載のない給食等の喫食に係る事項についても、感染症の感染拡大前の平時の活動を基本とした

対応をとるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

南山小学校 副校長 安川 由美 

電話 ０３－３４０３－５７７３ 


